
生殖補助医療の法制度化における課題

南　貴子

愛媛県立医療技術大学紀要 第8巻 第1号抜粋

2011年12月





－ 11 －

＊愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科

愛媛県立医療技術大学紀要
第8巻　第1号　P.11-18　2011　� 　総　説

生殖補助医療の法制度化における課題

南　貴子＊

Critical Issues in Legislation Regulating Assisted Reproductive Technologies

Takako MINAMI

　キーワード：生殖補助医療，人工授精，出自を知る権利，ドナーの匿名性廃止，オーストラリア・ビクトリア州

序　　　　　文

　現在，夫婦の10組のうち１組が不妊症といわれ，生殖
補助医療を利用する夫婦が増加している。｛国立社会保
障・人口問題研究所が平成17年に実施した﹁第13回出生
動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）﹂1)による
と，夫婦の４組に１組（25.8％）は不妊を心配したこと
があり，13.4％が実際に不妊の検査や治療を経験してい
る。｝生殖補助医療は﹁生殖を補助することを目的とし
て行われる医療をいい，具体的には，人工授精，体外
受精，顕微授精，代理懐胎等がある﹂2）。そのなかでも，
精子を経腟的に女性の子宮に注入する人工授精はもっと
も古くから行われてきた生殖補助医療である。ヒトでの
最初の成功例は，18世紀後半イギリスのJohn�Hunterが
尿道下裂症患者の精液を妻の腟内に注入して妊娠・出産
に成功したものである3),4）。体外受精（体外受精・胚移植：�
in�vitro� fertilization-embryo�transfer�:�IVF-ET）は採卵
した成熟卵を培養液中で精子と受精させ，分裂を開始し
た胚を子宮内に移植する方法であり，体外受精による出
産は，イギリスのPatrick�SteptoeとRobert�Edwardsに
より1978年₇月に世界で初めて成功した5）。日本の新聞
の紙面でも﹁卵管異常のため正常な妊娠ができず，体
外受精で妊娠した英国の鉄道員の妻レズリー・ブラウン
さん(32)は25日午後11時47分（日本時間26日午前₇時
47分），英中西部マンチェスターに近いオールダム病院で
帝王切開を受け，無事この“世紀の赤ちゃん”を産んだ﹂6)

と報じられている。その後，1983年には凍結・融解胚
の移植による妊娠7），1992年には卵細胞質内精子注入法

（intracytoplasmic�sperm�insertion�:�ICSI)8)による顕微
授精と，急速に新しい技術が導入された。日本では，平
成15年１月に実施された﹁生殖補助医療技術について
の意識調査2003﹂において，調査現在466,900人（排卵
誘発剤：226,400人，人工授精：66,000人，体外受精：

59,600人，顕微授精：75,300人，その他：39,700人）が
何らかの不妊治療を受けているものと推計されている9）。
　生殖補助医療は，夫婦の精子・卵子・胚のみを用いる
ものと，提供された精子・卵子・胚を用いるものとに区
別される。人工授精は，夫の精子を用いる配偶者間人
工授精（artificial� insemination�with�husband’s�semen，�
AIH）と夫以外の第三者の精子を用いる非配偶者間人
工授精（donor�insemination，�DI；artificial� insemination�
with�donor’s�semen，�AID）に分けられる。｛非配偶者
間人工授精は，日本ではAIDと略される場合が多いが，
AIDS（エイズ：HIV感染による後天性免疫不全症候群）
と区別しにくいことから，海外では1980年代よりDIが
一般的に用いられるようになった。本稿では，以下DI
と略す。｝�体外受精も配偶者間体外受精と非配偶者間体
外受精（提供精子によるもの，提供卵子によるもの，提
供胚によるものとがある）に分けられる。代理懐胎は不
妊夫婦の妻に代わって妻以外の女性が懐胎・出産をする
もので，妻以外の女性に夫の精子を人工授精して行わ
れる代理母（surrogate�mother，�traditional�surrogacy）
と，妻の卵子は使用できるが，子宮摘出等により妻が妊
娠できない場合に，夫婦の精子と卵子を体外で受精させ
て，その胚（受精卵）を妻以外の女性に移植する借り腹

（host�mother，�IVF�surrogacy）とがある10）。借り腹では，
代理懐胎者と生まれてくる子どもに遺伝的つながりがな
く，卵子を依頼女性・懐胎女性以外の第三者から，さら
には，受精卵を他のカップルから譲り受ける場合も含ま
れる11）。
　生殖補助医療のなかでも，特に第三者の配偶子（精
子・卵子）・胚を利用する場合は，親（父親，母親，ま
たは両親）と血縁関係にない子どもが生まれることにな
り，夫婦の配偶子・胚を用いる配偶者間の生殖補助医療
とは異なった新たな家族関係を生み出すことになる。し
かし，日本では，これらの生殖補助医療を規制する法律
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が制定されておらず，主に日本産科婦人科学会の会告に
準拠して，医師の自主規制のもとで人工授精や体外受精
が行われてきた。また，出生子の法的地位に関しては現
行の民法規定の解釈によって対応しているのが現状であ
る。これまで日本においては，非配偶者間生殖補助医療
として行われてきたのは提供精子による人工授精（DI）
である。慶應義塾大学病院において1949年₈月に最初の
子が誕生して以来，DIによって１万人以上の子ども（DI
子）が生まれてきたといわれている12）。日本産科婦人科
学会は，1997年に会告﹁﹃非配偶者間人工授精と精子提
供﹄に関する見解﹂を，2006年には会告の改定を行って，

﹁非配偶者間人工授精に関する見解﹂を示した。会告では，
非実施者は法的に婚姻している夫婦であること，精子提
供者のプライバシー保護のため精子提供者は匿名とする
が，実施医師は提供者の記録を保存すること，営利目的
での精子提供を禁止することなどを定めている13）。そし
て，1997年以降DI実施施設を学会に登録し，実施件数
や出生数を報告することを求めてきた。日本産科婦人科
学会倫理委員会の報告によると1998年から2008年までの
DIによる総出生児数は1,478人である14）（1997年以前の
正確なDIによる出生児数は明らかではない）。
　DI以外にも，日本では1983年に体外受精児の出産に
成功して以来，多くの子どもが体外受精（配偶者間体外
受精）により生まれている（﹁平成17年には全出生児の
1.8％が体外受精により出生している﹂11））。このように，
生殖補助医療を規制する法律がないまま，DIをはじめ
とする生殖補助医療によって毎年新たに多くの子どもが
生まれている。
　
生殖補助医療と法制度
　前述したように生殖補助技術の進展に伴う生殖補助医
療の利用と，それに伴う生殖補助医療による出生子の急
増にもかかわらず，日本においては，現在もなお，生殖
補助医療を規制する法律は存在しない。一方，海外では，
すでに1980年代より生殖補助医療に関する法制度化が進
み，なかでも，生まれてくる子どもの福祉，特に提供者

（ドナー）の精子・卵子・胚を用いる生殖補助医療によっ
て生まれる子どもの出自を知る権利の保障が大きな課題
となってきている。こうした状況を受けて，1998年10月
21日，旧厚生省の厚生科学審議会先端医療技術評価部会
の下に﹁生殖補助医療技術に関する専門委員会﹂が設置
され，2000年12月28日に﹁精子・卵子・胚の提供等によ
る生殖補助医療のあり方についての報告書﹂が取りまと
められた15）。この報告書に基づき，関係する法制度を₃
年以内に整備するよう求められた現厚生労働省並びに法
務省は，翌年にそれぞれ審議会を立ち上げた。厚生労働
省の厚生科学審議会生殖補助医療部会は2003年₄月28日
に﹁精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の

整備に関する報告書﹂（以下﹁生殖補助医療部会報告書﹂
と略す)12)を，法務省の法制審議会生殖補助医療関連親
子法制部会も同年₇月15日に﹁精子・卵子・胚の提供等
による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関す
る民法の特例に関する要綱中間試案﹂（以下﹁親子法制
部会中間試案﹂と略す）を取りまとめた2）。
　生殖補助医療部会報告書では，精子・卵子・胚の提供
等による生殖補助医療（DIおよび非配偶者間体外受精）
の実施を認め，生殖補助医療を受けることができる者は，

﹁子を欲しながら不妊症のために子を持つことができな
い法律上の夫婦に限る﹂とした。また，生まれてくる子
の出自を知る権利を認め，﹁提供された精子・卵子・胚
による生殖補助医療により生まれた子または自らが当該
生殖補助医療により生まれたかもしれないと考えている
者であって，15歳以上の者は，精子・卵子・胚の提供者
に関する情報のうち，開示を受けたい情報について，氏
名，住所等，提供者を特定できる内容を含め，その開示
を請求をすることができる﹂とした。一方，﹁代理懐胎

（代理母・借り腹）は禁止する﹂とした。親子法制部会
中間試案では，﹁生殖補助医療により子を懐胎し，出産
したときは，その出産した女性を子の母﹂とし，﹁その
夫を子の父とする﹂とした2）。しかし，国会への法案提
出に向けたこれらの動きは中断し，法案提出は見送られ
た（2004年₁月25日の中國新聞には﹁他人の精子や卵子
を使った体外受精など，夫婦以外の第三者が介在する不妊
治療の実施基準を定めた生殖補助医療法の準備を進めてき
た厚生労働省は24日までに，今国会への政府提案による法
案提出を断念，法制化に黄信号がともった﹂﹁昨年₄月に
同省の生殖補助医療部会がまとめた報告書に沿った法案を
提出する方向で作業してきたが，自民党内に﹃子供を産
む権利を国が規制するのはおかしい﹄などと反発があり，
提出は困難と判断した﹂と報道されている16））。その結
果，DI等によって生まれる子の親子関係や出自を知る
権利の保障，非配偶者間体外受精の実施等の問題が依然，
検討課題として残されている。�（非配偶者間体外受精は，
日本においては認められないため，近年，卵子提供を求
め，海外で体外受精をする多くの日本人女性のいること
が報道されている。﹁日本人の若い女性が日本人の不妊
夫婦に卵子を提供するため，韓国やタイに渡っているこ
とがわかった﹂﹁卵子を求めるのは，日本人の不妊夫婦
で，卵子と夫の精子を体外受精させ，・・・妻の子宮に移し
て出産するため，実子として届け出ている﹂17））�その後，
2006年11月30日に法務省及び厚生労働省は日本学術会議
に対して，代理懐胎を中心に生殖補助医療をめぐる諸問
題について審議するよう依頼した。日本学術会議は2006
年12月21日に生殖補助医療の在り方検討委員会を設置
し，₁年₃カ月にわたり検討を行い，その結果は対外報
告﹁代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題―社会的
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合意に向けて―﹂にまとめられ公表された。そこでは，﹁代
理懐胎については，法律（例えば，生殖補補助医療法（仮
称））による規制が必要であり，それに基づき原則禁止
することが望ましい﹂とされたが，﹁先天的に子宮をも
たない女性及び治療として子宮の摘出を受けた女性に対
象を限定した，厳重な管理の下での代理懐胎の試行的実
施（臨床試験）は考慮されてよい﹂とされた。また，﹁生
殖補助医療をめぐる問題には，代理懐胎の是非や親子関
係の決定方法のほか，子の出自を知る権利，卵子提供の
問題など今後の検討課題が山積している﹂﹁代理懐胎を
はじめとする生殖補助医療について議論する際には，生
まれる子の福祉を最優先とすべきである﹂などの指摘が
なされた11）。
　このような日本の状況に対し，生殖補助医療に関する
法制度は，海外ではすでに20年以上の歴史の蓄積があ
る。1984年には，体外受精を含め，生殖補助医療技術を
包括的に規制する法律Infertility�（Medical�Procedures）�
Act�1984がオーストラリア・ビクトリア州において世界
で初めて制定された（1988年₇月₁日より全面施行）。
その法律では，第三者からの提供配偶子・胚によって
生まれた子どもの出自を知る権利が認められた。国レ
ベルでは，スウェーデンで，1984年に人工授精法Lag�

（1984:1140）�om�inseminationが制定され（1985年₃月
18日より施行），人工授精によって生まれた子どもにド
ナーの身元を含めて出自を知る権利が認められた。それ
らの地域では，DIによって生まれた子どもの法的な親
子関係についても同時に法改正がなされ，ビクトリア州
では，1984年の改正によりStatus�of�Children�Act�1974
に新たに追加された﹁10C.�人工授精：子どもの身分の
推定﹂により，DIを受けた女性の夫の父親としての地
位が保障され，ドナーについては，﹁生まれた子どもの
父とは推定されない﹂ことが明記された。スウェーデン
でも親子法が改正され，﹁婚姻中もしくは内縁の夫が妻
の人工授精に事前に同意を与えた場合は夫は人工授精
に対して父子関係不存在確認の訴えは提起できない﹂18）

こととなった。その他，現在では，イギリス，オースト
ラリア（西オーストラリア州，ニューサウスウェールズ
州），オーストリア，スイス，オランダ，ノルウェー，ニュー
ジーランド，フィンランドでも生殖補助医療によって生
まれた子どもに対して出自を知る権利を認め，ドナーの
匿名性を廃止している。
　このように，生殖補助医療の法制度化は，海外におい
ては既に進んでいるにもかかわらず，日本においては，
早急に解決すべき検討課題であることが認識はされなが
らも，いまだ実現をみていない。また，生殖医療技術は
世界最高の水準にありながら，生殖補助医療に関する
社会的議論の蓄積は少なく，法制度化に向けての議論の
材料となるべき社会科学的側面からの研究も不足してい

る。このような現状をふまえたうえで，つぎに，海外，
特にオーストラリア・ビクトリア州の法制度改革の事例
を中心に生殖補助医療の法制度化の課題について考察す
る。

生殖補助医療の法制度化の課題
　諸外国のなかでも，オーストラリア・ビクトリア州は
生殖補助医療に関する法制度化が最も進んだ国（州）の
一つである。それではなぜビクトリア州が世界に先駆け
てドナーの匿名性を廃止し，子どもの出自を認める生殖
補助医療の法制度化を実現したのであろうか。すでに述
べたように，世界で初めての体外受精児Louise�Brown
の誕生はイギリスで1978年のことであったが，世界初の
体外受精による妊娠は1973年にビクトリア州の州都メル
ボルンの医師たちによって成功している19）。1980年₆月
23日には世界で₃番目の体外受精児Candice�Reidが生ま
れており，世界で最も初期の体外受精児16人のうち，12
人もがメルボルンで生まれている20）。その後も，世界初
の冷凍胚による子どもが1983年にメルボルンで生まれて
いる21）。こうした生殖補助技術の発展によってビクトリ
ア州では生殖補助技術（医療）の法制度化の必要性が早
くから認識されていた。これまで，オーストラリアでは，
提供精子によって約37,000人の子どもが生まれていると
いわれる22）。
　ビクトリア州では1984年にInfertility(Medical�Procedures)
Act�1984(1984年法)を制定後も，1995年には改正法
Infertility�Treatment�Act�1995(1995年法)を，2008年に
は改正法 Assisted�Reproductive�Treatment�Act�2008

（2008年法）を制定するなど，生殖補助医療の在り方に
ついて社会全体で取り組んでおり，ビクトリア州の事例
は海外における貴重な先行事例の一つと考えられる。
₁．子どもの出自を知る権利の保障
　ビクトリア州では1984年法が施行された1988年₇月
以降，ドナーによって懐胎した子どもの出生の記録は
Central�Register�に登録することが義務づけられてい
る。登録内容には，ドナー，その精子・卵子・胚の提供
によって生まれた子ども，レシピエントである親の情報
が含まれている。1984年法によって，1988年₁月₁日か
ら1997年12月31日に提供に同意したドナーによる提供精
子・卵子・胚を用いて1988年₇月₁日以降に出生した子
どもは，18歳になればドナーの同意のもと，ドナーの身
元を特定する情報を得ることができる。1998年₁月₁日
以降に提供に同意したドナーによる提供精子・卵子・胚
を用いて出生した子どもは，18歳になれば1995年法に
よって，ドナーの同意を必要とすることなく，ドナーの
身元を特定する情報を得ることができる（ドナーは提供
に同意する際に，情報開示についても同意しているた
め）。2008年法では，さらに子どもの情報申請について
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年齢制限が廃止された。子どもの親あるいは保護者が申
請書に同意した場合や，カウンセラーが子どもにカウン
セリングを行い，子どもが情報公開の結果を理解するの
に十分成熟していると認めた場合には，18歳未満であっ
てもドナーの身元を特定する情報を得ることができるよ
うになった（section�59）。
　子どもの出自を知る権利を認めている国におけるド
ナーについての情報開示（精子提供のみが認められ，卵
子・胚の提供が認められていない場合には提供精子に
よって生まれた子の出自を知る権利が対象となる）は，
スウェーデンでは，年齢は特定されていないが，十分
に成長したときと定められており，National�Board�of�
Health�and�Welfareの1987年の公式な見解によると10代
後半とされている23）。イギリス，ノルウェー，フィン
ランド，スイスでは18歳以上，オランダでは16歳以上，
オーストリアでは14歳以上，ニュージーランドでは18歳
以上であるが，裁判所の同意があれば16歳か17歳でも可
能とされている。条件付きではあっても，ビクトリア州
の2008年法において子どもの年齢制限が廃止されたこと
は，画期的なことといえる。
₂．ドナーの子どもの情報へのアクセス権
　ドナーによる提供配偶子・胚が利用される場合，ド
ナーに対して子を知る権利は保障されるのであろうか。
ビクトリア州では，1984年法以来，子どもの同意のも
と，子どもの情報にアクセスする権利がドナーに与えら
れている。すなわち，ドナーは子どもが18歳になるまで
は親の，18歳になった後は子ども本人の同意があれば子
どもの身元を特定する情報を得ることができる（2008年
法section�58では，子どもが18歳未満の場合でも，親の
同意だけでなく，子どもが情報開示を望まないとの旨を
表明していないことが条件となっている）。ドナーから
子どもへのアクセスは，18歳となった子どもが親から出
自について知らされていない場合，Central�Registerを
管理する州の公的管理機関からの連絡で，子が突然に出
自に関する事実を知らされることとなり，それは家族に
とって﹁倫理的地雷原﹂﹁潜在的時限爆弾﹂になるとし
て社会的問題となったが，同時に親から子への真実告知
を促す結果につながった24）。
　ビクトリア州以外では，ニュージーランド（Human�
Assisted�Reproductive�Technology�Act�2004，�section�
60，�section�61）やオーストラリア・ニューサウスウェー
ルズ州（Assisted�Reproductive�Technology�Act�2007，�
section�37）でもドナーの子どもの情報へのアクセス権
を認めているが，世界的に見ても，ドナーへの情報開示
を法制度化した国（州）は少ない。日本の生殖補助医療
部会報告書でも子どもの出自を知る権利を認めている
が，ドナーが子どもの身元を特定する情報を申請する権
利は認めていない（﹁出自を知る権利については，精子・

卵子・胚の提供により生まれた子が，提供者に関する情
報を知るものであるが，提供者については，希望した場
合，提供を行った結果子どもが生まれたかどうかだけを，
公的管理運営機関から知ることができることとする﹂12)

とされている）。
　ビクトリア州におけるドナーの子どもの情報へのアク
セス権は，ドナーを単なる配偶子・胚の提供者としてで
はなく，子どもと血縁上のつながりを持つひとりの人間
として見なそうとする試みであり，生まれてくる子ども
について知る権利の保障を与えた世界で最も早い事例で
ある。
₃．シングル女性・レズビアン女性の生殖補助医療の利用
　日本の生殖補助医療部会報告書では，精子・卵子・胚
の提供等による生殖補助医療を受けることができる者
は﹁子を欲しながら不妊症のために子を持つことができ
ない法律上の夫婦に限る﹂としている。世界的にみて
も，生殖補助医療の対象となる者は法律上の夫婦か，事
実婚の関係にある男女である場合とされてきたが，シン
グル女性，さらには，レズビアンカップルの利用を認
める国（州）が増えつつある。ビクトリア州でも，1984
年法，1995年法においては，シングル女性，レズビアン
女性の生殖補助医療の利用は原則として認められなかっ
た｛異性愛の事実婚カップルの生殖補助医療へのアクセ
ス権については，Infertility�Treatment�（Amendment）�
Act�1997 により認められた｝。しかし，生殖補助医療へ
のアクセスを婚姻している夫婦，あるいは事実婚カッ
プルに限っている州の法規制は，婚姻状態に基づく差別
であり，オーストラリア連邦法Sex�Discrimination�Act�
1984，�section�22に矛盾しているとして州政府に対して
裁判(McBain�v�State�of�Victoria�[2000]�FCA�1009）が
起こされ，オーストラリア連邦政府をも巻き込む社会的
議論となった25）。2008年法ではこの矛盾が解消され，シ
ングル女性やレズビアンカップルの生殖補助医療の利用
が法的に認められることとなった。また，生殖補助医療
によってレズビアンカップルの間に生まれた子どもの法
的地位に関しては，生物学的母のパートナーにも親とし
ての法的地位を認め，精子ドナーは法的親とはならない
ことが定められた。現在では，オーストラリア・ニュー
サウスウェールズ州，ニュージーランド，アイスランド，
フィンランド，スペイン，デンマーク等でもシングル女
性やレズビアンカップルの生殖補助医療へのアクセスが
認められている26）。シングル女性やレズビアンカップル
による生殖補助医療（特にDI）の利用は今後一層増加
するものと考えられることから，各国においても法制度
化の今後の課題となるであろう。
₄．代理懐胎の利用
　代理懐胎は，不妊夫婦の妻に代わって，妻以外の女性
に懐胎・出産をしてもらうものであり，母となるべき女
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性が子を分娩した女性とは異なる点において，他の生殖
補助医療と明らかに異なっている。わが国においては，
母子関係は最高裁の判例によって，分娩した女性を母と
している（﹁母とその非嫡出子との間の親子関係は，原
則として，母の認知を俟たず，分娩の事実により当然発
生すると解するのが相当である﹂としている)27）。つまり，
分娩上の母が遺伝的母であることを基礎に法的母子関
係，さらには父子関係が基礎づけられている（民法772
条₁項では，﹁妻が婚姻中に懐胎した子は，夫の子と推
定する﹂と定められている）。近年，子宮摘出手術を受け
た女性の夫婦が，アメリカで代理出産を依頼して生まれ
た子について，最高裁は﹁現行民法の解釈としては，出
生した子を懐胎し出産した女性をその子の母と解さざる
を得ず，その子を懐胎，出産していない女性との間には，
その女性が卵子を提供した場合であっても，母子関係の
成立を認めることはできない﹂とし，依頼女性が卵子提
供者であっても実母とは認めないとの判断を示した28）。
報道でもこの決定は大きく取り上げられ，﹁決定は，﹃代
理出産という民法の想定していない事態が生じており，
立法による速やかな対応が強く望まれる﹄と指摘した﹂
ことが報じられている29）。日本産科婦人科学会の会告で
は，代理懐胎は認められておらず30），生殖補助医療部会
報告書12)でも代理懐胎は禁止するとしている。日本学術
会議の対外報告11)では，代理懐胎は﹁原則禁止とするこ
とが望ましい﹂とし，代理懐胎によって生まれた子の親
子関係については，﹁代理懐胎者を母とする﹂，﹁代理懐
胎を依頼した夫婦と生まれた子については，養子縁組ま
たは特別養子縁組によって親子関係を定立する﹂として
いる（委員会では，代理懐胎によって生まれた子の法的
地位については，代理懐胎の禁止という基本的立場から
独立して検討を行っている）。また，﹁出自を知る権利に
ついては，子の福祉を重視する観点から最大限に尊重す
べきであるが，それにはまず長年行われてきた夫以外の
精子による人工授精（AID）の場合などについて十分検
討した上で，代理懐胎の場合を判断すべきであり，今後
の重要な検討課題である﹂と提言している。
　海外では，イギリス，イスラエル，インド，オランダ，
カナダ，ギリシア，ニュージーランド，ハンガリー，ブ
ラジル，南アフリカ，ロシア等で代理懐胎が認められて
いる一方で，アイルランド，イタリア，オーストリア，
サウジアラビア，スイス，スウェーデン，スペイン，デ
ンマーク，ドイツ，トルコ，ノルウェー，フランス，ベ
トナム，ポーランド，メキシコのように，代理懐胎契約
を全面無効あるいは，全面禁止している国もある31）。し
かし，代理懐胎を容認していても，無償である場合に限
り認める，あるいは，裁判所の審査を経て依頼夫婦の実
子とすることが必要とされるなど，対応は様々である。
　ビクトリア州では，1995年法において医学的不妊であ

ることが，（不妊である）依頼者側と（代理懐胎者とな
るために体外受精などの﹁治療﹂を受けることとなる）
代理懐胎者側の両者に求められていたため，代理懐胎は
ほとんど不可能なものとなっていた32）。2008年法では，
その代理懐胎契約がPatient�Review�Panel�の許可を受
けていること（section�39）を条件として代理懐胎が認
められた。
　Patient�Review�Panelが代理懐胎契約を許可するに当
たって検討する事項には，医師からの（依頼者側が妊娠・
出産することができない状況にあるとの）意見，代理懐
胎者の卵子が子どもの懐胎に用いられないこと，代理懐
胎者が既に妊娠・出産経験のあること，代理懐胎者が25
歳以上であること，依頼した親，代理懐胎者，もしいる
場合には代理懐胎者のパートナーがカウンセリングと法
的なアドバイスを受けていること，（思い通りにいかな
かった場合であっても）契約の結果を受け入れる準備が
あることなどが含まれ，カウンセラーからの報告も考慮
に入れられる（section�39）。
　このように2008年法においては代理懐胎に関しても規
制を緩める形での法改正がなされたが，代理懐胎の実施
にあたっては，なお慎重な姿勢がうかがわれる。
₅．その他の課題
　ビクトリア州では，2008年法により，子どもの出生登
録制度において，これまで各国において取り入れられて
いない画期的な制度が導入された。それは，出生証明書
によって，子どもにドナーの配偶子・胚によって生ま
れたことを知らせる制度である。スウェーデン，イギ
リスにおいても同様の制度の導入が議論されたことは
あったが，実現化されていない33),34）。ビクトリア州で
も，1995年法のもとでは，ドナー，親，子どもに関す
る情報をCentral�Registerに登録することが義務付けら
れていたが，その内容は当事者からの申請があって初め
て明らかにされるものであり，積極的に情報提供を行う
ものではなかった。2008年法では，Births，�Deaths�and�
Marriages�Registration�Act�1996に新たにsection�17Bを
追加することが明記され（section�153），�DI子などドナー
によって懐胎された（ドナーによって提供された精子・
卵子・胚を用いた治療によって生まれた）子どもの出生
登録には“donor�conceived”とマークされることになっ
た。
　　Births，Deaths�and�Marriages�Registration�Act�1996，
　　section�17B�35）

　⑴　もし出生登録の申請によって，子どもがドナーに
よる治療によって懐胎されたことが明らかにされた
ら，Registrar（Registrar� of�Births，�Deaths� and�
Marriages�:�出生，死亡及び結婚に関する登記官）
は�Register�への子どもの出生登録に際し“donor�
conceived”とマークしなければならない。
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　⑵　Registrarがドナーによる治療によって懐胎され
た者の出生についての登録に含まれる特定事項を証
明する証明書を発行する際に，Registrarは⑶に基
づき登録の内容について更なる情報を手に入れるこ
とができると記した追加文書を証明書に添付しなけ
ればならない。

　⑶　�Registrarは⑵において言及された追加文書を，
その登録内容に名前のある，ドナーによる治療に
よって懐胎された者以外の誰に対しても発行しては
ならない。

　このように，ドナーによって懐胎された子どもは，出
生証明書の申請時に自分がドナーの配偶子・胚によって
生まれたことを知ることができるようになった。これま
では，親から出自を知らされることによって，あるいは
ドナーからのアクセスによって，初めて自分の出自の事
実を知ることができた。つまり，出自を知る機会は法
律によってではなく，他者の意思によって左右されてい
た。そのような状況下では，法律によって出自を知る権
利が保障されていても，それは単に記録が残されている
ということにすぎない。ビクトリア州の法改正は，子ど
もの出自を知る権利をより確実なものにするための，世
界に先駆けた﹁新たな取り組み﹂といえる。

生殖補助医療の法制度化に向けた今後の展望
　オーストラリア・ビクトリア州の事例を中心に海外の
生殖補助医療に関する法制度を考察した。生殖補助医療
に関する法制度化のなかでも，特に問題となるのは，生
殖補助医療にドナーの配偶子・胚が用いられる場合であ
り，それは生まれてくる子どもをめぐる家族の在り方と
深く関わっている36）。ドナーの配偶子・胚が用いられる
場合には，生まれてくる子どもと家族，そしてドナーと
の関係が問題となる。本稿で指摘した子どもの出自を知
る権利の保障，ドナーの子どもの情報へのアクセス権，
シングル女性・レズビアン女性の生殖補助医療の利用，
代理懐胎の利用は，生殖補助医療によってもたらされる

﹁家族の問題﹂と密接に関連した課題である。それらの
課題については，上述のように各国の対応は一様ではな
く，生殖補助医療をめぐる社会環境の相違が反映される
ものと思われる。これまで，生殖補助医療は﹁不妊夫婦
のための治療﹂と位置付けられてきたが，生まれてくる
子の福祉の視点に立った生殖補助医療の法制度化が求め
られている。日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委
員会が提言のなかで，﹁生殖補助医療について議論する
際には，生まれる子の福祉を最優先とすべきである﹂11)

と指摘しているように，生殖補助医療の在り方は，﹁子
どもの出自を知る権利﹂をはじめとして，今後一層，子
どもの福祉を重視する方向へと向かうものと考えられ
る。

　日本は生殖補助医療に関する法制度化において，オー
ストラリア・ビクトリア州など諸外国に比べて大きく立
ち遅れた現状にある。日本においては，生殖補助医療の
法制度化に向けた議論の必要性は認められつつあるが，
社会的認識はまだ十分とは言えない。生殖補助医療，特
にドナーによって子どもを懐胎したことは，多くの家族
にとって秘密とされている36),37)が，今後，当事者の意見
を反映した形での法整備に向けた社会環境が作られるこ
とが必要である。当事者も含めた社会的議論がなされ，
法制度化に向けた社会的合意が速やかになされることが
強く望まれる。
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――――――――――――――――――――――――――

要　　　　　旨

　生殖補助医療の利用が増加しているが，日本では生殖
補助医療を規制する法律が制定されていない。日本にお
ける法制度化に向けた現状を概説し，海外における法制
度を分析した。特に，法制度化が進んでいるオーストラ
リア・ビクトリア州の法制度をもとに，子どもの出自を
知る権利の保障，ドナーの子どもの情報へのアクセス
権，シングル女性・レズビアン女性の生殖補助医療の利
用，代理懐胎の利用等について，その特徴と問題点を探っ
た。生殖補助医療において特に問題となるのは夫婦の精
子・卵子・胚を用いず，第三者（ドナー）の精子・卵子・
胚を用いる場合である。海外では，子どもの福祉を優先
すべきとの立場からドナーの匿名性を廃止し，子どもの
出自を知る権利を認める国（州）が増えつつある。ビク



－ 18 －

トリア州の事例も，子どもの視点に立った議論の必要性
を示唆するものであった。海外における先行事例をもと
に，日本における法整備の議論が活発に行われることが
望まれる。
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